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　　　　　所有権移転などの登記の手続は裁判所が行います。ただし、
手続に要する登録免許税などの費用は入札者の負担となり、代金とは別に
ご準備いただくことになります。

引渡命令申立て



このリーフレットの説明は、通常行われる期間入札（裁判所が定めた期間内に入札を受け付け、
後日開札を行って落札者を決める方法です。）による売却手続についてのものです。
※（注1）から（注6）については、裏面の「注意事項」をお読みください。

不動産の選択（注１）
　裁判所の掲示場の公告
書、「BIT」などの競売情報
で競売不動産を選択

入札（注3）
1 　執行官室で入札用紙等を受
け取り必要事項を記入

2 　保証金を納付
3 　入札期間内に入札書などを
提出

登記（注5）
　入札者に
よる登記の
手続は不要

引渡命令申立て（注6）
　競売不動産に住む人が、
権利がないのに立ち退か
ない場合には、引渡命令
の制度を利用することが
可能

不動産の調査（注2）

1 　裁判所の閲覧室や「BIT」で物件明細書（権利関
係に関する情報）、現況調査報告書（現在の状況
に関する情報）、評価書（価額や周辺環境に関す
る情報など）を精査

2　現地や法務局などに赴いて自ら調査、確認

代金納付（注4）

　通知された期限まで
に振込み・持参などの
方法により代金を納付
　銀行などのローン
を利用することも可能

※ 「BIT」とは、インターネット上の不動産競売物件情報サイト（http://bit.sikkou.jp/）の略称です。BITでは、入開札情報などのデータを提供しているほか、物件明細書、現況調査報告書、評価書の写しなどの
閲覧及びダウンロードができます。


